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児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正について 

市民の皆様からの意見を募集します  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

１ 募集期間 

  令和５年１２月２１日（木）から令和６年１月１９日（金）まで 
  ※郵送：１月１９日（金）当日必着 持参：１月１９日（金）１７時１５分まで 

※持参の場合は、８時３０分から正午まで、１３時から１７時１５分まで（土・日曜、祝日を 

除く）。 

 

２ 資料の閲覧場所 

  川崎市ホームページ、かわさき情報プラザ（川崎市役所本庁舎２階）、各区役所の市政資料コー

ナー、こども未来局児童家庭支援・虐待対策室（川崎市役所本庁舎１５階） 
 

３ 意見の提出方法 

 ◆郵送・持参・ＦＡＸ・電子メール（専用フォーム） 
 ◆意見書の書式は自由です。「題名」、「氏名（法人又は団体の場合は、名称及び代表者の氏名）」

及び「連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス又は住所）」を明記。 
 ◆電話や来庁による口頭での御意見はお受けできません。 
 ◆お寄せいただいた御意見に対する個別回答はいたしませんが、市の考え方を整理した結果を市

のホームページで公表します。 
 

４ 送付先・問合せ先 

  〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１番地 
  川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室（児童福祉担当） 
  電話 ０４４－２００－１７２４ ＦＡＸ ０４４－２００－３６３８ 

口令和 4 年に行われた児童福祉法の改正により、里親支援事業を行うほか、里親及び委託児童並び

に里親になろうとする者について相談その他の援助を行う施設として「里親支援センター」が新設

され、着実な里親制度の推進を図る児童福祉施設として位置付けられました。 

□この改正児童福祉法第 33 条の３の３において、「意見聴取等措置」を行う規定が新設されました。

これに伴い、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（以下「内閣府令」）において、乳児院、

母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設の施設長に策定が義務付

けられている自立支援計画の策定時においても、同様に「意見聴取等措置」を行う旨の規定を条例

に設けることとなりました。 

□これらの改正児童福祉法の改定の趣旨を反映し、今般改正された内閣府令の各種規定に基づき、本

市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例を改正するにあたり、改正案について、市民の

皆様からの意見を募集します。 

 

【問合せ先】 
川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 梅澤 
電話 ０４４－２００－１７２４ 




